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参考資料２ 

○北本市子どもの権利に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、北本市子どもの権利に関する条例（令和４年条例第８号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 条例第２条第１号に規定するこれと等しく権利を認めることが適当である者

とは、年齢が１８歳で、子ども関係施設に入所し、通所し、又は通学する者をいう。 

 （きたもと子ども会議） 

第３条 条例第１７条第１項に規定するきたもと子ども会議（以下「子ども会議」と

いう。）の委員は、市長が任命する。 

２ 市長は、子ども会議の委員の候補者を公募するものとする。 

３ 子ども会議の委員は、議長の選出の方法、議事の進行の方法、採決の方法、意見

の提出の方法及び意見をまとめ市長その他の執行機関に提出するための方法を定め

るものとする。 

４ 子ども会議の庶務は、福祉部子育て支援課において処理する。 

５ この条に定めるもののほか、子ども会議に関し必要な事項は、子ども会議の委員

が協議して定める。 

（代表擁護委員） 

第４条 北本市子どもの権利擁護委員（以下「擁護委員」という。）のうち１人を代

表擁護委員とし、擁護委員の互選によりこれを定める。 

２ 代表擁護委員の職務は、次のとおりとする。 

⑴ 次条に規定する擁護委員会議の招集、議事運営等に関すること。 

⑵ 擁護委員相互の連絡調整に関すること。 

３ 代表擁護委員に事故があるとき又は代表擁護委員が欠けたときは、あらかじめ次

条に規定する擁護委員会議で定める擁護委員が、その職務を代理する。 

（擁護委員会議） 

第５条 次の事項を処理するため、擁護委員会議を設置する。 

⑴ 条例第２２条に規定する職務の調整等に関すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、擁護委員が必要と認めること。 

２ 前項に定めるもののほか、擁護委員会議に関し必要な事項は、擁護委員が協議し

て定める。 

（口頭による申立ての手続） 

第６条 擁護委員又は条例第３４条に規定する相談員は、口頭による救済の申立てを

受けた場合は、口頭による救済に係る記録を作成しなければならない。 

（身分証明証の提示） 

第７条 条例第２７条第４項又は第５項に規定する説明要求等は、擁護委員が行うも
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のとし、その身分を証する証票を携帯し、関係人等に求められたときは、それを提

示しなければならない。 

２ 相談員は、前項に規定する説明要求等を行う擁護委員の補佐をするときは、その

身分を証する証票を携帯し、関係人等に求められたときは、それを提示しなければ

ならない。 

（活動状況の報告） 

第８条 条例第３３条に規定する報告は、次の事項に関し、一の擁護委員につき、報

告書その他これに類する書類を作成し、市長に報告するものとする。 

⑴ 擁護委員が受け付けた相談及び申立てに関する概要 

⑵ 擁護委員が実施した調査に関する概要 

⑶ 擁護委員が実施した助言その他の援助、調整、是正等の勧告又は要請の概要及

び措置等の報告に関する概要 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、擁護委員会議において市長に報告することが必要

と認められること。 

（北本市子どもの権利委員会の委員長及び副委員長） 

第９条 北本市子どもの権利委員会（以下「委員会」という。）に、委員長及び副委

員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により選出し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 （委員会の委員） 

第１０条 条例第３６条第３項に規定する人権、福祉、教育その他子どもの権利に関

する分野において優れた識見を有する者は、次に掲げる者とする。 

⑴ 大学の教員 

⑵ 関係行政機関の職員 

⑶ 関係団体を代表する者 

 （委員会の会議等） 

第１１条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 委員会の庶務は、福祉部子育て支援課において処理する。 

 （公表） 

第１２条 条例第３１条第３項、第３３条、第３５条第３項及び第３８条第２項の規

定による公表は、北本市公式ホームページへの掲載及び市政情報コーナーにおける

閲覧による方法により行うものとする。 

（通知等の方法の特例） 
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第１３条 擁護委員は、申立人から希望があった場合であって、擁護委員が適切と認

めたときは、この規則に定める様式によらないで通知等をすることができる。 

（文書等の様式） 

第１４条 条例の施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものと

する。 

 （委任） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 


